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１．事例の概要 

経産婦。前回の分娩は妊娠高血圧症候群（ＰＩＨ）のため帝王切開であっ

た。今回の妊娠経過中は、ＰＩＨは認めなかった。妊娠３８週２日に帝王切

開を行う予定であった。妊娠３７週６日、妊産婦は腹痛を自覚し、持続的な

腹部の張りがあり、胎動がよくわからないため当該分娩機関を受診し直ちに

入院となった。妊産婦は、顔面蒼白で、歩行困難であった。医師の診察では、

下腹部に板状硬があった。超音波断層法で胎児心拍数は５０拍／分程度であ

った。医師は常位胎盤早期剥離と診断し、帝王切開を決定した。当該分娩機

関ＮＩＣＵの小児科医立会いの下で手術が開始され、児が娩出した。開腹し

た際にクーベレール兆候が著明に認められ、凝血塊７００ｇが排出された。 

児の在胎週数は３７週６日で、体重は２６００ｇ台であった。アプガース

コアは生後１分０点、生後５分１点であった。出生後から心拍は認められず、

吸引、躯幹摩擦後に胸骨圧迫、気管挿管が行われた。血液ガス分析値（臍静

脈から採取）は、ｐＨ６．６５、ＢＥ－２９．８ｍｍｏｌ／Ｌであった。生

後 1 時間１５分、全身痙攣が出現し、抗痙攣剤が投与された。生後３日の頭

部超音波断層法では、両側側脳室周囲ＰＶＥ１°で、脳室はスライド状で浮

腫様であり、脳室は見えにくく、脳実質も粗な印象であった。生後１２日に

頭部ＣＴ検査が行われ、小脳、脳幹は認められるものの、大脳皮質はほぼな
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い状態であるとされた。 

本事例は病院における事例で、産婦人科専門医２名、産科医１名、小児科

医２名と助産師４名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による重症の胎

児低酸素・酸血症と考えられる。常位胎盤早期剥離の関連因子は認められな

い。常位胎盤早期剥離は腹痛の症状が出現した頃に発症したと推察される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理は一般的である。 

分娩当日、妊産婦が腹痛を自覚し連絡を受けた際に来院指示をしたことは

医学的妥当性がある。帝王切開決定後２０分で児を娩出したことは適確であ

る。胎盤の病理組織学検査を行ったことは適確である。 

出生直後から気管挿管、人工呼吸、アドレナリン投与を行っており、新生

児蘇生については一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

腹痛の自覚から当該分娩機関への連絡まで４０分経過している。持続的な

腹部の張りとともに胎動がよくわからないという自覚症状を認めたときの

連絡方法について、母親学級での指導、および入院パンフレットの指示を検

討することが望まれる。 
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２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、および予防方法や早期診断につい

て、研究を行うことが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

常位胎盤早期剥離では、児の救命が困難であったり、救命しても脳性麻

痺になる危険性があるという現状を広く国民に知らせ、その可能性が疑わ

れた場合には早急に受診するよう、広報活動などを通じた啓発が望まれる。 


